２．沿　革

昭和２年　　　　　内務部土木課を廃止し、土木課、技術課の２課からなる土木部を創設。

昭和３年７月　　　土木課を総務課に改称し、道路課、河港課、工営課、都市計画課を新設。

昭和23年８月　　　土木部を再編し、土木総務課、計画課、道路課、河川課、港湾課を新設。

昭和35年７月　　　企業局が発足し、港湾課から臨海工業地帯造成事業を分離。

昭和37年５月　　　高潮課を新設。計画課から幹線課を分離新設。

昭和39年５月　　　計画課から公園課を分離新設。

昭和42年１月　　　用地対策室を新設。

昭和42年４月　　　計画課から都市整備課を分離新設。

昭和45年４月　　　都市整備課から下水道課を分離新設。

昭和46年１月　　　高潮課を都市河川課に再編。

昭和47年４月　　　幹線課を街路課に再編。

昭和51年４月　　　都市整備局を新設し、総合計画課、土地政策課、地域整備課（旧都市整備課）の３課を統括。

昭和53年４月　　　土木総務課を土木監理課に再編。街路課を廃止し、街路事業は道路課へ移管。連続立体交差事業は地域整備課に移管し、都市整備課に再編。

昭和56年４月　　　都市整備局に交通政策課を設置。土地政策課を都市整備課に統合。

昭和59年４月　　　港湾課と２港湾事務所を統合し、港湾局に再編。

平成２年４月　　　都市整備課から土地対策室を分離独立。

平成４年４月　　　交通政策課に駐車場対策室を新設。

平成５年４月　　　河川砂防課と都市河川課を河川課とダム砂防課に再編し、河川課に都市河川室を新設。

平成７年５月　　　土地対策室を都市整備課に移管。

平成10年４月　　　都市整備局を廃止し、総合計画課及び都市整備課の機能を建築都市部に移管。交通政策課内に企画室から鉄軌道等に関する交通計画の立案・調整機能を移管。総合計画課及び道路課から幹線道路に関する計画の立案・事業調整機能を移管し、交通政策室として再編。

平成12年４月　　　土木監理課と土木技術事務所を土木総務課及び事業管理室に再編。
河川課から都市河川室を都市河川課として分離独立。

平成13年３月　　　富田林土木事務所に狭山池博物館を新設。

平成13年４月　　　交通政策室と道路課を統合し交通道路室に、また、河川課、都市河川課、ダム砂防課を統合し河川室に再編。

平成14年４月　　　西大阪治水事務所及び寝屋川水系改修工営所に総務課及び維持管理課を新設。
北部公園事務所及び東部公園事務所を統合し、北部公園事務所に再編。

平成15年４月　　　土木事務所総務課を総務企画課に再編。
中部公園事務所及び南部公園事務所を統合し、南部公園事務所に再編。
平成16年４月　　　港湾局総務部に振興課を新設。

平成17年４月　　　枚方土木事務所及び富田林土木事務所の用地課及び松原建設事業所用地調整課を廃止。

平成18年４月　　　土木部を都市整備部に改称。併せて土木総務課を都市整備総務課に改称。
建築都市部から総合計画課を移管。

土木事務所と公園事務所を統合し、土木事務所に公園緑地課を新設。
港湾局建設部を事業管理部に再編。

平成19年４月　　　５土木事務所（池田・茨木・八尾・鳳・岸和田）及び寝屋川水系改修工営所の用地課を廃止。

茨木土木事務所の高槻工区を第二名神関連事業建設事業所に、国際文化公園都市関連事業建設事業所を彩都工区に、モノレール建設事業所をモノレールグループに再編。
岸和田土木事務所に泉佐野丘陵緑地工区を新設。
安威川ダム建設事務所の用地調整課を廃止。

平成20年４月　　　下水道課を下水道室に再編し、経営企画課及び事業課を新設。湾岸流域下水道事務所を廃止し、北部・東部・南部の３流域下水道事務所体制に再編し、事務所に総務企画課と維持管理課を新設。

　　　　　　茨木土木事務所の第二名神関連事業建設事業所を新名神関連事業建設事業所に改称。

平成21年４月　　　住宅まちづくり部から市街地整備課と箕面整備事務所を移管。

　　　　　　　　　交通道路室を道路整備課、都市交通課及び道路環境課の３課体制に再編。

　　　　　　　　港湾局を総務企画課、経営振興課及び計画調整課の３課体制に再編し、堺泉北港湾事務所及び阪南港湾事務所に管理課及び工務課を新設。

　　　　　　　　　各土木事務所に地域支援課を新設。
八尾土木事務所の久宝寺緑地工区、富田林土木事務所の石川河川公園工区、岸和田土木事務所のせんなん里海工区を廃止。寝屋川水系改修工営所の北部工区を廃止し、南部工区に統合。

平成22年４月　　　各土木事務所に用地課を新設。

　　　　　　　　　池田土木事務所の能勢出張所を廃止。
　　　　　　茨木土木事務所新名神関連事業建設事業所に用地課を新設。

枚方土木事務所の山田池公園工区を廃止。

　　　　　　　　　西大阪治水事務所に水都再生課を新設。

平成23年４月　　　港湾局両港湾事務所を、管理課、建設課、維持課の３課体制に再編。併せて、阪南港湾事務所の深日グループを深日出張所に改称。

　　　　　　　　　各土木事務所の総務企画課と地域支援課を総務契約課と地域支援・企画課に再編。併せて、公園緑地課を都市みどり課に改称。

　　　　　　　　　茨木土木事務所新名神関連事業建設事業所建設課に建設第２グループを新設し、建設グループを建設第１グループに改称。

平成24年４月　　　安威川建設事務所の建設課用地グループを廃止。併せて、山手台工区を廃止し、建設課にダム建設グループを新設。

平成25年４月　　　明確な指揮命令系統を構築するため、事業管理室内に、部の事業全般を総合的に管理し、部施策の企画立案を行う事業企画課、部の工事発注に関する入札契約から施行管理までを管理し、建設ＣＡＬＳ等のシステム並びに技術研修業務を所掌する技術管理課を新設。

　　　　　　　　　ダム事業が一定の段階を迎えたため、ダム砂防課を廃止し、ダム事業については河川整備課、砂防事業については河川環境課に再編。

　　　　　　　　　茨木土木事務所において、彩都工区を廃止し、彩都グループとして本部に統合。

寝屋川水系改修工営所において、用地買収件数の減少や処分可能な未利用地の減少により、財産管理グループを廃止し、河川管理グループに再編。寝屋川流域における防災対策を強化するため、企画設計グループを企画防災グル―プに改称。南部工区を廃止し、河川整備グループとして本部に統合。

平成26年４月　　　西大阪治水事務所において、南海トラフ巨大地震対策を強力に推進するため、工務課を防災対策課に、河川整備グループを耐震第一グループに改称。併せて、防災対策課に耐震第二グループを新設。

平成27年４月　　　都市計画の策定、区画整理などによるまちづくり及び公園等の緑化、地域連携などを一体的に推進するため、総合計画課、市街地整備課、公園課の３課を都市計画室に再編。室内課として、都市計画や区画整理等を所管する計画推進課、従来の公園施策に加え、地域のまちづくり支援の窓口機能を担う公園課を新設。用地室を用地課に再編。

各土木事務所において、維持管理課を再編し、管理と明示・財産管理を一体的にマネジメントする管理課、維持保全に特化した維持保全課を新設。建設課において用地買収機能を担うこととし、建設課に用地グループを新設。なお、用地課は廃止し、明示・財産管理機能を管理課に、用地買収機能を建設課に移管。

平成28年４月　　　八尾土木事務所において、モノレール延伸事業に着手することに伴い、地域支援・企画課にモノレール延伸グループを新設。

　　　　　　　　　安威川ダム建設事務所において、ダム本体工事、残土処分地整備及び圃場整備を円滑に進め、業務の一体化及び効率的な運営を図ることを目的として、建設課設計グループをダム建設グループに統合。

平成29年４月　　　用地課において、効率的な業務執行体制を確立するため、総務グループ、用地グループ、補償・収用グループ、地価調整グループの４グループを、総務・地価調整グループ、企画・補償グループ、用地・収用グループの３グループに再編。

平成30年４月　　　茨木土木事務所において、新名神高速道路関連事業が一定収束したため、新名神関連事業建設事業所建設課の建設第１グループと建設第２グループを統合し建設グループを設置。

　　　　　　　　　寝屋川水系改修工営所において、設備関連業務の増加を踏まえ、工務課から設備グループを廃止し、施設課を設置するとともに、工務課を建設課に改称。さらに、東部工区を廃止し、業務を本部に集約。
平成31年４月　　　茨木土木事務所において、新名神高速道路関連事業が一定収束したため、新名神関連事業建設事業所の用地課を廃止。
　　　　　　　　　八尾土木事務所において、令和元年度からの工事本格化を見据え、地域支援・企画課モノレール延伸グループを廃止し、モノレール建設課を設置。
　　　　　　　　　富田林土木事務所において、大和川線事業が一定収束したため、松原建設事業所の道路第一グループと道路第二グループを統合し、道路建設グループを設置。
　　　　　　　　　西大阪治水事務所及び寝屋川水系改修工営所において、施設の維持管理に係る業務内容が予防保全へと転換していくことに伴い、維持管理課維持補修グループから河川保全グループへ名称を変更。また、西大阪治水事務所において、南海トラフ巨大地震対策の一部事業が一定収束したため、耐震第一グループと耐震第二グループを統合し、耐震対策グループを設置。
箕面整備事務所において、整備事業が一定収束し、換地処分にかかる業務が本格化するため、工務課企画グループ及び工事グループを再編し、企画・事業グループ及び換地・清算グループを設置。
令和２年４月　　　モノレール南伸工事の本格着手により、モノレール建設事務所を新設。
モノレール建設事務所の新設に伴い、八尾土木事務所において、モノレール建設課を廃止。
　　　　　　　　　水と緑の健康都市特定土地区画整理事業に関連する整備工事が一定収束したため、箕面整備事務所を廃止。

箕面整備事務所の廃止に伴い、都市計画室計画推進課において、換地・清算業務等を行うため、箕面森町グループを設置。
　　　　　　　　　各流域下水道事務所において、建設事業の予算管理等を効率的に行うため、総務企画課企画グループを建設課に移管し、総務企画課を総務課に改称。
令和２年９月　　　府市共同の内部組織である大阪港湾局の設置に伴い、港湾局を廃止。
令和３年４月　　　公共交通施策をより戦略的かつ効率的に推進していくため、広域公共交通の関連事業を政策企画部から移管し、交通道路室を道路室と交通戦略室に再編。室内課として、道路室に道路や橋りょう等の基盤整備を行う道路整備課と、道路の維持管理を行う道路環境課、交通戦略室に公共交通施策の企画・調整を行う交通計画課と、鉄軌道の基盤整備及び広域公共交通関連事業を推進する鉄道推進課を設置。
　　　　　　　　　富田林土木事務所において、大和川線事業が収束したため、松原建設事業所の建設課道路推進グループと道路建設グループを統合し、道路グループを設置。

令和３年10月　　　都市計画と広域的なまちづくりを府市一体で推進する府市共同の内部組織である大阪都市計画局の設置に伴い、都市計画室計画推進課を大阪都市計画局に移管するとともに、都市計画室を廃止。

令和３年11月　　　都市計画室の廃止に伴い、引き続き公園事業や緑化事業を行う実施主体として、公園課を単独課として設置。
令和４年４月　　　大阪の成長を支える都市基盤・住環境の整備や、自然災害への対応など安全・安心の確保をより一体的に推進するため、都市整備部と建築部を統合。
　　　　　　　　　※建築部の沿革は後述

　　　　　　　　　建築部の所管業務を統括する組織として、住宅建築局を設置。

　　　　　　　　　建築部建築防災課の所管する密集市街地対策や耐震対策など、防災関係業務を事業管理室に移管し、都市防災課を設置するとともに、室の名称を事業調整室に変更。
　　　　　　　　　住環境整備にかかる施策を推進するため、関連業務を集約した建築環境課を設置。
　　　　　　　　　許認可・指導権限を集約してより強力な指導体制を構築し、更なる事業者の資質向上を図るため、建築振興課を建築指導室に編入。

　　　　　　　　　安威川ダム建設事務所において、ダム関連道路整備事業が一定収束したため、道路建設グループを廃止。
　　　　　　　　　モノレール建設事務所において、大阪モノレール延伸事業の本格化に伴い、建設課建設グループを建設第一グループと建設第二グループに再編。
令和５年４月 　　下水道室経営企画課において、経営グループを廃止し、新たに室の庶務、予算、議会などに対応する総務経営グループと広域連携の推進、民間活用の拡大検討、経営戦略の策定などの業務を推進する企画グループを設置し、１課２グループ体制に再編。

令和５年11月 　　ライドシェア及び新モビリティの導入の検討を進めるため、知事直轄のプロジェクトチームをそれぞれ設置。

令和６年１月 　　ライドシェア及び新モビリティの導入にあたり、推進体制を強化するため、新交通施策推進課を設置。

令和６年４月 　　事業調整室事業企画課において、技術職員不足に起因する諸問題への対応や新たな制度構築を検討するため、維持・技術支援グループを設置。維持・情報グループが所掌する情報業務を技術管理課技術力強化グループに移管。
居住企画課において、効率的・効果的な業務遂行に資するため、住宅企画・マンショングループ及び住宅施策推進グループを住宅企画グループ及び住宅施策推進グループに再編。

安威川ダム建設事業が一定収束したことから、安威川ダム建設事務所を廃止するとともに、茨木土木事務所内に、ダム施設の管理・環境保全対策・戦略的広報に対応するため、地域支援企画課安威川ダムグループを設置。

モノレール建設事務所において、事業推進体制を強化するため、建設第三　グループを設置。
（参考）建築部の沿革

昭和23年９月　　地方自治法の改正により、建築部が新設され、建政課、指導課、住宅課、営繕課、特別営繕課の５課を新設。

昭和24年１月　　特別営繕課を廃止。

昭和30年６月　　住宅課を住宅建設課と住宅管理課の２課に分割。

昭和31年11月　　地方自治法の改正により、指導課所管の建築基準法施行事務を大阪市に移管。

昭和34年７月　　住宅計画課及び宅地課を新設。

昭和35年７月　　企業局の設置により、住宅計画課と宅地課の２課を企業局へ移管。

昭和37年５月　　住宅開発課及び特別営繕室を新設。

昭和40年４月　　建政課を建築総務課に改称し、同課に工事検査室を新設。

昭和42年４月　　市街地建築課を新設。指導課を建築指導課と改称。

昭和43年４月　　万国博覧会建築審査室を新設。

昭和44年４月　　特別営繕室を廃止し、営繕課を営繕工事課と営繕計画課の２課に分割。

昭和45年４月　　新都市計画法の施行に伴い開発指導課を新設。

昭和45年11月　　万国博覧会建築審査室を廃止。

昭和47年４月　　住宅開発課に住宅用地室を、住宅管理課に建替事業室をそれぞれ新設。

昭和49年４月　　住宅開発課を住宅政策課に、市街地建築課を建築振興課に改称し、市街地整備課を新設。住宅管理課の建替事業室を建替事業課として新設。

昭和51年４月　　土木部都市整備局の設置により再開発業務を都市整備局へ移管。市街地整備課を住宅政策課に統合。住宅政策課の住宅用地室及び建替事業課を住宅建設課に統合。営繕設備課を新設。

昭和53年４月　　建築総務課を建築監理課に改称し、同課の工事検査室を廃止。府内９ヶ所に住宅管理課の分室を新設。営繕計画課、営繕工事課及び営繕設備課を廃止し、営繕室を新設。

平成10年４月　　企画調整部から企画室の一部、土木部から総合計画課、都市整備課を加え、建築部を建築都市部に再編。建築監理課を建築都市総務課、住宅政策課を住宅まちづくり政策課、都市整備課を都市整備推進課、住宅建設課を住宅整備課、営繕室を公共建築室と改称。また、府営住宅管理業務の大部分を（財）大阪府住宅管理センターに委託し、府内９ヶ所の分室を廃止。

平成11年５月　　開発指導課の土地対策室を廃止し、業務を総合計画課へ移管。

平成12年４月　　公共建築室内に計画課、特別建築課、一般建築課、住宅建築課、設備課を設置。

平成14年４月　　企業局から水と緑の健康都市建設課、箕面整備事務所を移管設置。

建築指導課と開発指導課を再編、建築振興課の一部を業務移管し、建築指導室を設置し、室内に建築企画課、審査指導課、監察課を設置。

平成17年４月　　水と緑の健康都市建設課の機能を箕面整備事務所に一元化し、所管課を都市整備推進課に変更。住宅経営室を新設し、室内に住宅企画課、住宅整備課、住宅管理課の３課を設置。
平成18年４月　　企業局の廃局に伴い「阪南スカイタウン事業」「りんくうタウン事業」等を引き継ぎ、建築都市部を住宅まちづくり部に再編。総合計画課を都市整備部に移管するとともに、建築都市総務課を住宅まちづくり総務課、住宅まちづくり政策課を居住企画課、都市整備推進課を市街地整備課、建築指導室監察課を建築安全課と改称し、タウン推進室を設置。 
平成20年４月　　タウン推進室を管理課、誘致分譲課、整備課の３課体制に再編。

平成21年４月　　市街地整備課及び箕面整備事務所を都市整備部へ移管。公共建築室内を計画課、一般建設課、住宅建築課、設備課に再編。

平成22年４月　　住宅経営室内を経営管理課、住宅整備課、施設保全課に再編。

平成24年４月　　大都市まちづくり推進室を設置。

平成25年４月　　大都市まちづくり推進室を都市空間創造室に改称。タウン推進室をタウン推進局に改称し、誘致分譲課と整備課を誘致整備課に再編。

平成26年４月　　建築防災課を設置。

平成27年４月　　住宅施策にかかる企画機能の住宅まちづくり総務課への移管に伴い、居住企画課を都市居住課に改称。住宅整備課を住宅経営室から公共建築室に移管し、住宅設計課に改称。

令和２年４月　　住宅設計課を公共建築室から住宅経営室に移管し、住宅整備課に改称。

都市空間創造室及びタウン推進局を統合し、まちづくり戦略室を設置。

令和３年４月　　住宅施策にかかる企画機能の都市居住課への移管に伴い、都市居住課を居住企画課に改称。

令和３年10月　　府市共同の内部組織である大阪都市計画局の設置に伴い、まちづくりに関する業務を大阪都市計画局へ移管し、まちづくり戦略室を廃止。

令和３年11月　　まちづくり戦略室の移管に伴い、住宅まちづくり部を建築部に改称。

令和４年３月　　都市整備部及び建築部の統合に伴い、建築部を廃止。

